
 

 
 

支払基金統一事例 

【 注射 】 

 

２４６ プロトンポンプ・インヒビター（ＰＰＩ）【注射薬】の算定について 

 

《令和６年７月３１日》 

 

○ 取扱い 

 

次の傷病名に対するプロトンポンプ・インヒビター（ＰＰＩ）【注射薬】

の算定は、原則として認められない。 

⑴ 逆流性食道炎 

⑵ 出血のない胃潰瘍 

⑶ 胃癌 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

プロトンポンプ・インヒビター（ＰＰＩ）【注射薬】の添付文書の主な効能・

効果は、「経口投与不可能な出血を伴う胃潰瘍、十二指腸潰瘍、急性ストレス

潰瘍及び急性胃粘膜病変」である。 

また、その他の注意として、「本剤の投与が胃癌による症状を隠蔽すること

があるので、悪性でないことを確認のうえ投与すること」と示されており、胃

癌には適応もない。 

以上のことから、経口摂取可能な逆流性食道炎、出血のない胃潰瘍、胃癌に

対するプロトンポンプ・インヒビター（ＰＰＩ）【注射薬】の算定は、原則と

して認められないと判断した。 
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